
「
塩
分
を
と
り
過
ぎ
る
と
ど
う

な
る
の
？
」
「
高
血
圧
と
塩
分
の

関
係
は
？
」
「
普
段
私
た
ち
が
食

べ
て
い
る
も
の
に
は
ど
れ
く
ら

い
塩
分
が
入
っ
て
い
る
の
？
」

「
手
軽
に
出
来
る
減
塩
の
工
夫
」

な
ど
、
気
に
な
る
食
品
の
塩
分

に
つ
い
て
展
示
を
行
い
ま
す
。

今
日
か
ら
出
来
る
減
塩
習
慣

を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

ぜ
ひ
多
く
の
方
の
ご
来
所
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時

平
成
20
年
11
月
７
日

（
金
）
〜
11
日
（
火
）

場
所

中
央
公
民
館
ロ
ビ
ー
　

（
10
日(

月)

は
休
館
で
す
）

問
い
合
わ
せ
先

津
別
町
栄
養
士
の
会

（
役
場
内
　
武
田
）

†
76
｜
２
１
５
１
内
線
２
３
２

平
成
20
年
分
年
末
調
整
説
明

会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す

の
で
、
年
末
調
整
事
務
を
担
当

さ
れ
る
方
は
出
席
願
い
ま
す
。

年
末
調
整
の
関
係
資
料
は
該

当
者
に
直
接
税
務
署
か
ら
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
当
日
は
、
税
務

署
か
ら
郵
送
さ
れ
て
い
る
『
年

末
調
整
の
し
か
た
』
、
『
給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
作
成
と

提
出
の
手
引
き
』
等
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
な
お
、
郵
送
さ
れ

て
い
る
年
末
調
整
関
係
用
紙
で

不
足
分
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

当
日
お
渡
し
し
ま
す
の
で
申
し

出
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
27
日
（
木
）

14
時
00
分
〜
16
時
00
分

場
所
　
林
業
研
修
会
館
　
集
会
室

問
い
合
わ
せ
先

役
場
税
務
担
当

†
76
―

２
１
５
１
内
線
２
１
９

未
登
記
家
屋
（
登
記
所
に
登
記
を

し
て
い
な
い
家
屋
）
の
所
有
者
の
名

義
変
更
、
取
り
壊
し
に
つ
い
て
は
届

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
名
義
の
変

更
は
新
旧
の
所
有
者
の
印
鑑
、
取
り

壊
し
に
つ
い
て
は
所
有
者
の
印
鑑
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
届
出
の
用
紙
は

税
務
担
当
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、

登
記
所
で
所
有

権
移
転
登
記
、

滅
失
登
記
を
さ

れ
た
場
合
に
は
、

届
出
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

未
登
記
家
屋
の
所
有
権
移
転
・

取
り
壊
し
の
届
出
に
つ
い
て

年
末
調
整
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

まちづくりに対する疑問、ご意見を

お寄せください。

地域振興グループ　† 76－2151

FAX 76－2976

今年も次の日程で、家庭介護教室を開催します。

現在介護している方、関心のある方など、どなたでも参加

できます。ご都合のよい日を選び、お気軽にお申込み下さい。

【１日目】11月20日（木）「家族ができる介護方法」

内容：　講話、介護方法（体の移動など）

場所：　デイサービスセンター（いちいの園隣接）

【２日目】11月21日（金）「認知症サポーター養成講座」

内容：　講話

場所：　林業研修会館（役場裏）2階集会室

※その他

開始時間　18時30分～20時00分

（受付は18時15分からです）

申込期間　11月4日（火）～11月14日（金）

申込み・問い合わせ先

津別町地域包括支援センター（役場内）

†７６－２１５８（直通）

家庭介護教室を開催します

～家庭介護について一緒に学びましょう～

つ
べ
つ
の
水
質
検
査
結
果
の
お
知
ら
せ
�

が、水道法で滅菌が義務付けられているた

め、必要最少量の塩素注入を行い、安全な

水として皆さんの家庭に届けていま

す。

私たちは水の星に暮らしています。

しかし地球上の水の９７％は海水で、

私たちが利用できる水は全体の１％

弱しかありません。

その地球環境に水資源を含め注意

信号がでています。

水が汚れると飲料水にするために

は、多くのエネルギーを消費しなけ

ればなりません。

環境への負荷を極力少なくするた

めに水源林の保全など私たちので

きることから、地球を守る工夫を

始めましょう。

水道事業は、常に安全で安心し

て飲むことのできる水の安全給水

に努めています。

私たちが、毎日飲用として使っている水

道水。この水道水は、水道法によって

厳しい水質基準が定められ、水源地か

ら浄水場、各家庭の蛇口に至るまで定

期的に水質検査を行い、水道水の水質

管理に万全を期しています。

この水質検査を「どの場所で」「どの

ような項目について」「どれくらいの頻

度で」行うかなどを表したものが水質

検査計画です。

今回は、この計画に基づき毎月検査

している項目の結果について下記のと

おりお知らせします。

検査した水は、津別市街や活汲地区

を給水区域にしている上里を水源地

とする水道水、もう一つは本岐や相

生地区を給水区域としている相生が

水源地の水道水です。

どちらも湧き水で、そのままでも

水質基準の項目をクリアしています

水は地球からの大切な贈り物

水質検査計画を定めています

�

津　別　町　水　道　水　の　水　質　検　査　結　果

福祉医療制度の訂正について

広報10月号２ページに掲載しました福祉

医療制度の一部改正に関する所得制限額の金

額に誤りがありましたので、下記のとおり訂

正いたします。関係者の皆様にはご迷惑をお

かけしましたことをお詫び申し上げます。

（誤）（正）

※測定した水は、平成20年9月17日に上里・相生の湧水（原水）と水道水（蛇口）から採取したものです。

「
健
康
日
本
21
」
の
栄
養
展

〜
食
事
の
塩
分
に
つ
い
て
少
　

し
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
〜

年末調整説明会�
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......................�

....................�

津
別
の
水
は
52
項
目
の

厳
し
い
水
質
基
準
を

ク
リ
ア
し
て
い
ま
す


